
　
防
衛
庁
で
は
自
衛
官
２
士
（
陸
・

海
・
空
）
及
び
自
衛
隊
生
徒
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
自
衛
官
に

な
り
ま
せ
ん
か
。
受
付
期
間
な
ど
は

次
の
と
お
り
で
す
。�

□
自
衛
官
２
士�

◎
受
付
期
間
：
10
月
16
日
（
月
）
か

　
ら
11
月
17
日
（
金
）�

◎
受
験
資
格
：
18
歳
以
上
27
歳
未
満

　
の
男
子�

◎
試
験
日
：
11
月
19
日
（
日
）�

□
自
衛
隊
生
徒�

◎
受
付
期
間
：
11
月
１
日
（
水
）
か

　
ら
平
成
19
年
１
月
９
日
（
火
）�

◎
受
験
資
格
：
平
成
19
年
４
月
１
日

　
現
在
で
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男

　
子�

◎
試
験
日
：
平
成
19
年
１
月
13
日�

　
（
土
）�

◎
問
い
合
せ
先�

　
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
郡
山

　
地
域
事
務
所�

　
　
０
２
４
―
９
３
２
―
１
４
２
４�

�

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
19
年

度
の
町
立
鏡
石
幼
稚
園
、
成
田
幼
稚

園
の
園
児
を
次
の
と
お
り
募
集
い
た

し
ま
す
。
併
せ
て
、
鏡
石
幼
稚
園
預

か
り
保
育
の
園
児
を
募
集
い
た
し
ま

す
。�

◎
募
集
人
数
（
４
・
５
歳
児
）�

　
・
鏡
石
幼
稚
園
　
１
２
０
名�

　
・
成
田
幼
稚
園
　
　
60
名�

◎
入
園
資
格�

　
・
４
歳
児
（
平
成
14
年
４
月
２
日

　
か
ら
平
成
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ

　
の
幼
児
）�

　
・
５
歳
児
（
平
成
13
年
４
月
２
日

　
か
ら
平
成
14
年
４
月
１
日
生
ま
れ

　
の
幼
児
）�

◎
入
園
料
　
　
　
２，
０
０
０
円�

◎
保
育
料
　
月
額
４，
０
０
０
円�

◎
そ
の
他�

　
入
園
後
は
、
保
育
料
の
ほ
か
Ｐ
Ｔ

Ａ
会
費
等
が
か
か
り
ま
す
。�

◎
預
か
り
保
育�

　
鏡
石
幼
稚
園
で
は
、
入
園
し
て
い

る
園
児
に
つ
い
て
、
両
親
と
も
に
職

業
を
持
つ
な
ど
、
家
庭
保
育
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
預
か

り
保
育
を
実
施
い
た
し
ま
す
。�

◎
預
か
り
保
育
料
　
１
１，
０
０
０
円�

（
保
育
料
と
は
別
に
か
か
り
ま
す
。
）�

◎
応
募
方
法�

　
町
教
育
委
員
会
教
育
課
（
町
公
民

館
内
）
に
備
え
付
け
、
ま
た
は
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

町
教
育
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
提
出
の
際
は
、
印
鑑
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。�

　
ま
た
、
電
子
申
請
で
も
申
請
を
受

付
け
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。�

◎
受
付
期
間�

　
11
月
20
日
（
月
）
か
ら
12
月
８
日

（
金
）
ま
で�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
教
育
委
員
会
教
育
課�
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今
ま
で
誕
生
月
に
提
出
し
て
い
た

現
況
届
が
、
12
月
生
ま
れ
の
方
か
ら

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
が
不
要
と
な
り
ま
す
。�

　
現
況
届
の
提
出
が
不
要
な
方
に
は
、

誕
生
月
に
不
要
と
な
る
通
知
が
社
会

保
険
庁
か
ら
届
き
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
所
得
状
況
の
確
認
が
必

要
な
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

方
は
今
ま
で
と
同
じ
く
現
況
届
を
町

税
務
町
民
課
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

◎
問
い
合
わ
せ
先
　�

　
町
税
務
町
民
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
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平
成
19
年
分
の
所
得
税
確
定
申

告
か
ら
「
農
業
所
得
簡
易
計
算
」

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。�

　
こ
れ
に
伴
い
家
事
消
費
等
の
計

算
の
目
安
と
し
て
い
た
「
保
有
米

の
10�
　
当
た
り
の
単
価
」
と
「
自

家
用
畑
の
10
　
当
た
り
の
収
入
金
額
」

も
廃
止
さ
れ
ま
す
。�

　
収
支
計
算
を
行
う
た
め
に
は
、

収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
分
か
る

書
類
（
出
荷
伝
票
、
納
品
書
、
請

求
書
、
領
収
書
な
ど
）
か
ら
日
々

の
取
引
の
記
録
（
帳
簿
）
を
し
、

科
目
ご
と
に
１
年
間
の
集
計
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

　
１
年
分
の
領
収
書
な
ど
の
書
類

は
、
こ
ま
め
に
整
理
と
記
帳
を
行

い
ス
ム
ー
ズ
に
収
支
計
算
が
で
き

る
よ
う
に
準
備
し
ま
し
ょ
う
。�

◎
問
い
合
わ
せ
先
　�

　
須
賀
川
税
務
署�

　
　
　
　
　
　
75
―
２
２
０
５�

�

　
町
で
は
、
町
営
住
宅
に
空
き
が
で

き
た
た
め
１
月
か
ら
の
入
居
者
を
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。�

◇
募
集
期
間�

　
11
月
30
日
（
木
）
ま
で�

◎
戸
数
　
境
団
地
２
戸�

（
内
１
戸
は
障
害
者
、
高
齢
者
向
け
）�

◎
入
居
申
込
資
格
者
（
　
か
ら
　
ま

で
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方
）�

　
同
居
親
族
が
い
る
方�

　
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
方
（
持
ち
家
で
な
い
こ

と
、
親
と
同
居
は
持
ち
家
と
な
り
ま

す
。）�

　
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
が

あ
る
方�

　
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方�

　
月
々
の
収
入
が
20
万
円
を
超
え
な

い
方
。
（
※
障
害
者
等
の
家
庭
は
、

26
万
８
千
円
。
）�

※
単
身
入
居
に
つ
い
て
は
、
60
歳
以

上
の
方
、
障
害
者
認
定
１
級
か
ら
４

級
ま
で
の
方
、
生
活
保
護
被
保
護
者
、

海
外
引
揚
者
の
い
ず
れ
か
で
　
〜
　

の
条
件
を
満
た
す
方
。�

◎
申
込
み
方
法
・
場
所�

　
町
指
定
の
入
居
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
押
印
の
う
え
、
必

要
書
類
（
所
得
証
明
等
）
を
添
付
し
、

町
役
場
総
務
課
へ
申
込
み
く
だ
さ
い
。�

◎
選
考
方
法�

　
申
込
者
の
現
状
を
確
認
し
、
選
考

委
員
会
の
審
議
を
経
て
入
居
者
を
決

定
し
ま
す
。
入
居
す
る
際
は
、
町
内

在
住
２
名
の
連
帯
保
証
人
が
必
要
と

な
り
ま
す
。�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
役
場
総
務
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
１�

新幹線、在来線の特急券・寝台券・座席指定券は鏡石駅でお求めください。�きっぷは鏡石駅で�税務町民課では、毎週金曜日、午後７時まで窓口業務（証明書発行）を延長しています。�役場窓口業務延長�

浴室�

押
入�

押
入�

押
入�

押
入�

洗面所�

浴室� 洗面所�

台所� 玄関�

台所� 玄関�

居間�

居間� 洋室�

和室6畳�

和室6畳�

和室6畳�

和室6畳�

廊下�

廊下�

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ�

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ�

　
建
築
確
認
申
請
と
は
、
建
築
物

を
建
築
し
よ
う
と
す
る
前
に
、
そ

の
計
画
が
建
築
基
準
法
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
申
請
書

に
て
福
島
県
な
ど
の
審
査
機
関
に

確
認
を
受
け
る
こ
と
で
す
。
申
請

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
確
認
済
証
が

な
け
れ
ば
当
該
工
事
に
着
手
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。�

　
建
築
基
準
法
の
他
に
も
地
域
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
法
律
や
条
令

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
違
反
建
築
物

の
場
合
、
取
り
壊
し
命
令
な
ど
の

措
置
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

　
工
事
終
了
後
、
当
該
確
認
申
請�

ど
お
り
に
当
該
工
事
が
行
わ
れ
た

か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
必
ず
工

事
完
了
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。�

◎
問
い
合
せ
先�

　
町
都
市
建
設
課�
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建
物
を
建
て
る
と
き
に
は
�

建
築
確
認
申
請
を
忘
れ
ず
に
�

　
家
庭
内
や
近
所
間
の
も
め
ご
と

や
悩
み
ご
と
、
い
じ
め
や
体
罰
の

問
題
な
ど
、
相
談
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
次
の
日
程
で
特
設
人
権
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。�

日
時
　
平
成
18
年
12
月
３
日（
日
）�

場
所
　
鏡
石
町
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム�

問
い
合
わ
せ
先�

福
島
地
方
法
務
局
白
河
支
局�

　
０
２
４
８
―
２
２
―
１
２
０
１�

�

特
設
人
権
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ
�

第
　
回
人
権
週
間
�

58

10

戸籍の窓�

（18. 9. 30 現在）�

火　災 � 12件　�（６）�

救　急 � 388件�（388）�

（　）は前年同期の件数�

「消さないで　あなたの心の　注意の火」�

（全国統一防火標語）�

町県民税（3期）�
国民健康保険税（5期）�
上下水道使用料（8・9月分）�
の納入期限は10月31日（火）です。�

◇　◇　◇　◇　◇�

下記の金融機関での口座振替が便利です。�
すかがわ岩瀬農協鏡石支店�・須賀川信用金庫各�
店・�東邦銀行各店�・大東銀行須賀川支店�・福�島�
県商工信用組合鏡石支店・鏡石郵便局�

（18. 10. 1 現在）�

12,738人 �（＋４）�

6,201 人 �（＋４）�

6,537 人 �（±０）�

3,921 世帯 �（＋７）�

（　）�は前月との比較�

（18. 9. 30 現在）�

件　数 � 55件 �（74）�

死　者 �０人 �（２）�

傷　者 � 79人 �（96）�

（　）�は前年同期の件数�

～死亡事故０日数　413日～�

地区 � 赤ちゃん � お父さん � お母さん�

地区 � 花むこさん � 花よめさん�

地区 � 氏　名 � 年齢�

お　い　わ　い�

古紙�100％再生紙�11

か　な　し　み�

よ　ろ　こ　び�

人口と世帯数�今月の納税�交 通 事 故 �火災・救急事故�

自
衛
官
・
自
衛
隊
生
徒
募
集
�

町
立
鏡
石
・
成
田
幼
稚
園
�

園
児
募
集
�

町
営
住
宅
入
居
者
募
集
�

年
金
現
況
届
が
変
わ
り
ま
す
�

農
業
所
得
簡
易
計
算
が
�

廃
止
に
な
り
ま
す
�

－９月受付分－�

鏡石１�

鏡石３�

鏡石４�

成　田�

鏡石３�

鏡　田�

久来石�

笠　石�

　〃�

鏡石１�

89�

78�

72�

86

裕　樹�

喜　宏�

恵一郎�

伸　二�

絵理子�

庸　子�

優　子�

政　江�

樽 川 理 菜 �

橋 本 孝 喜 �

大河原麗瑠�

圓 谷 伸 稀 �

有 我 　 弘 �

山 田 一 史 �

鈴 木 サ ヨ �

幸 田 與 治 �

熊 田 二 郎 �

伊 藤 　 正 �

 り　　な�

こう　き�

 う　る�

のぶ　き�

この欄への掲載を希望しない方は、届出の際に
お知らせください�

日本司法支援センター福島地方事務所�
　050－3383－5540

　日本司法支援センター「法テラス」は、法的トラブ
ルを解決するための情報やサービスを全国どこでも
受けられるよう、全国50ヵ所以上の事務所を置き、
10月より以下の業務を開始します。�
　法的トラブルを解決するのにどのような方法があ
るのかわからない、どこに相談すればよいのかわから
ない、といったときは、法テラスコールセンターまで
お気軽にお電話ください。�

○情報提供�
�

○民事法律扶助�
�

○司法過疎対策�
�
�

○犯罪被害者支援�
�

○国選弁護関連業務�

法的トラブルの解決に役立つ情
報の無料提供�

資力の乏しい方のための無料相
談や裁判費用などの立替え�

弁護士がいないなど法律サービス
を受けることが難しい地域での適
切な料金での法律サービスの提供�

被害者支援に詳しい弁護士や支援
団体などに関する情報の無料提供�

国選弁護人を確保し、捜査から裁判
まで一貫した国選弁護体制の整備�

日本司法支援センター�


